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○上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 

平成27年９月１日 

告示第120号 

（目的） 

第１条 この告示は、市内における太陽光発電設備の設置を目的とした開発（上田市開発

事業の規制に関する条例（平成18年条例第148号）第３条第１号の開発をいう。以下「開

発」という。）に関し必要な事項を定め、その適正な実施を誘導することにより、開発

を実施している場所（以下「開発区域」という。）及びその周辺の地域における災害を

防止するとともに、住環境への配慮と自然環境の保護に努め、もって良好な生活環境の

保全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備であって、土地に

自立して設置されるもの（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定す

る建築物に設置されるものを除き、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空

間に設置されるものを含む。）をいう。 

(2) 事業主等 開発を行う者をいう。 

(3) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 開発区域の境界から30メートル以内の区域に土地又は建築物を所有する者及び居

住する者 

イ 開発区域に係る自治会その他の関係者 

２ 前項に掲げるもののほか、この告示において使用する用語は、建築基準法及び建築基

準法施行令（昭和25年政令第338号）において使用する用語の例による。 

（適用範囲） 

第３条 この告示は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上、かつ、太陽光発電設備

の発電出力が50キロワット以上の開発に適用する。ただし、開発前の地目が宅地又は雑

種地であって、既存の雨水処理施設により開発後の雨水処理が可能な場合を除く。 

２ 同一の事業主等が、既に完了し、又は実施中の開発に係る土地に隣接して開発をする

場合については、これらを一の開発とみなして前項の規定を適用する。ただし、既存の

太陽光発電設備の電力供給開始後１年以上経過している場合は、この限りでない。 
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（事業主等の責務） 

第４条 事業主等は、開発区域の選定に当たっては、あらかじめ法令等による規制並びに

地形、地質及び地盤等の土地条件並びに過去の災害記録、上田市地域防災計画に掲載す

る災害危険箇所及びその他各種公表された災害危険想定地域の資料等必要な情報を収集

した上で、防災の観点から十分に検討し、開発に起因して災害発生を助長することが予

想される区域については、開発区域として選定しないよう配慮しなければならない。 

２ 事業主等は、開発区域及びその周辺における自然の地形、樹木等を有効に利用すると

ともに、景観、文化財、周辺の土地利用の状況等に留意し、良好な自然環境の保全に努

めなければならない。 

３ 事業主等は、開発区域周辺の住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣関係

者と十分に協議し、良好な関係を保つよう努めなければならない。 

（事前協議） 

第５条 事業主等は、開発を実施しようとするときは、第８条第１項に規定する届出（以

下「開発届」という。）を行う40日前までに、開発事前協議書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添付して、市長と協議するものとする。ただし、市長が必要でないと認める

書類については、添付を省略することができる。 

(1) 案内図 

(2) 開発区域選定チェックリスト（様式第２号） 

(3) 公図の写し 

(4) 土地利用計画図（案） 

(5) 雨水排水処理計画図（案） 

(6) 計画縦横断面図（案） 

(7) 各種構造図（案） 

(8) 雨水排水処理検討書（案） 

(9) 現況写真 

(10) その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の協議が終了したときは、事業主等に対し、事前協議済通知書（様式第

３号）を交付するものとする。 

（標識の設置） 

第６条 事業主等は、近隣関係者に開発の計画を公開するため、開発届を行う40日以上前

から第11条の規定による開発の完了確認が行われる日まで、開発区域内の道路に面した
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見やすい場所に標識（様式第４号）を設置するものとする。 

２ 事業主等は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに標識設置届出書（様

式第５号）に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。 

(1) 位置図 

(2) 標識の設置を証する写真 

（事前説明） 

第７条 事業主等は、前条第１項の規定による標識の設置後速やかに、説明会等の実施に

より、近隣関係者に次に掲げる事項を説明し、近隣関係者の合意が得られるよう努める

ものとする。 

(1) 開発計画の内容 

(2) 工事中の騒音及び振動についての対策 

(3) 防災等の措置 

(4) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法 

(5) 維持管理の方法 

(6) 前各号に掲げるもののほか、開発により周囲の住環境に及ぼす影響及びその対策 

２ 事業主等は、前項の規定による説明会等の実施後において、近隣関係者から再度説明

を求められたときは、可能な限りこれに応じ、近隣関係者との間で十分な話合いの機会

を設けるものとする。 

３ 事業主等は、前２項の規定による説明会等を実施したときは、開発届を行う14日前ま

でに、説明会等経過報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付して、市長に報告す

るものとする。 

(1) 説明会等に配布した資料 

(2) 説明会等の状況写真 

(3) 当日の出席者名簿の写し 

(4) 近隣関係者範囲図 

（開発の届出） 

第８条 事業主等は、第５条第２項の事前協議済通知書の交付を受けた後、開発行為届出

書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。 

(1) 開発計画書（様式第８号） 

(2) 設計図等 

(3) 現況写真 
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(4) 事前協議済通知書（写し） 

(5) 工事工程表 

(6) 雨水排水放流先施設管理者の同意書（写し） 

（協定の締結等） 

第９条 事業主等は、開発に関する協定書（様式第９号）に基づき、市長と協定を締結す

るものとする。 

２ 事業主等は、前項の規定により締結した協定を忠実に守らなければならない。 

３ 事業主等は、開発区域内の土地又は太陽光発電設備を第三者に譲渡しようとするとき

は、譲受人に対し、第１項の規定により締結した協定内容並びに市長及び近隣関係者と

の協議内容及び指示事項を承継するものとする。 

（開発の着手） 

第10条 事業主等は、前条第１項の規定による協定の締結後、開発に着手しようとすると

きは、開発着手届出書（様式第10号）により市長に届け出るものとする。 

（完了確認） 

第11条 事業主等は、開発の造成工事、太陽光発電設備工事及び附帯工事が完了したとき

は、速やかに開発完了届出書（様式第11号）を市長に届け出るとともに、太陽光発電設

備の稼働開始前に完了の確認を受けるものとする。 

２ 市長は、当該開発の完了を確認したときは、開発完了確認書（様式第12号）を交付す

るものとする。 

（管理者等の掲示） 

第12条 事業主等は、当該開発により設置した太陽光発電設備の管理者等を第三者に対し

て明確にするため、発電事業者・維持管理責任者情報（様式第13号）を、開発区域内の

道路に面した見やすい場所に掲示するものとする。 

２ 事業者等は、前項の規定により掲示したときは、速やかにその旨を発電事業者・維持

管理責任者情報設置届出書（様式第13号の２）により市長に届け出なければならない。 

（開発の変更等） 

第13条 事業主等は、開発の内容を変更しようとするときは、開発変更届出書（様式第14

号）に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。 

(1) 変更内容の説明資料 

(2) 開発計画書 

(3) 変更設計図等 
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２ 事業主等は、開発の事業主等を変更しようとするときは、開発事業主等変更届出書

（様式第15号）により市長に届け出るものとする。 

３ 事業主等は、開発を取り下げるときは、開発取下書（様式第16号）を市長に提出する

ものとする。 

（環境保全の指導及び勧告） 

第14条 市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、事業主等が実施しようとす

る開発又は実施中の開発に対し、当該行為を制限し、又は必要な措置をとるべきことを

指導し、及び勧告するものとする。 

２ 前項の規定による勧告を受けた事業主等は、その勧告に基づいて講じた措置につい

て、書面により市長に報告するものとする。 

（警告） 

第15条 市長は、前条第１項に規定する勧告を受けた事業主等が、正当な理由なく、その

勧告に従わず、環境保全に重大な影響を及ぼすことが想定されるときは、当該事業主等

に対して警告を行うものとする。 

（報告及び調査） 

第16条 市長は、この告示の施行に必要な限度において、事業主等に対し、開発の施行状

況及び開発後の維持管理状況について書面による報告を求め、又は事業主等の同意を得

て、関係職員を開発区域内に立ち入らせ、開発及び開発区域の管理の状況を調査するこ

とができる。 

（防災等の措置） 

第17条 事業主等は、開発により周辺地域に崖崩れ、出水又は土砂の流出による災害が生

じないよう、擁壁その他の土留施設等の設置について、安全上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 事業主等は、工事の休止又は廃止をしようとするときは、既に施工された工事によっ

て周辺地域住民に被害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。 

（生活妨害防止の措置） 

第18条 事業主等は、当該開発に関し、運行する自動車等による近隣住民に対する生活妨

害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

（文化財の発見） 

第19条 事業主等は、開発に当たり文化財を発見したときは、速やかに上田市教育委員会

に報告し、その保存、管理等について協力しなければならない。 
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（災害の復旧） 

第20条 事業主等は、開発に起因して災害が発生したときは、市その他関係機関と速やか

に協議し、誠意をもって災害の復旧を行わなければならない。 

（補則） 

第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成27年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示は、平成28年１月１日（以下「適用日」という。）以後に工事着工する開発

行為について適用し、適用日前に工事着工した開発行為については、なお従前の例によ

る。 

３ 前項に掲げるもののほか、次に掲げる開発行為については、この告示の規定は適用し

ない。 

(1) 施行日の前日までに、林地開発許可申請その他関係法令の規定に基づき具体的な計

画により関係機関との協議が行われている開発行為で、市長が認めるもの 

(2) 適用日の前日までに、上田市開発事業の規制に関する条例（平成18年条例第148

号）第12条の規定に基づく協定が締結され、又は協定の締結が見込まれる開発行為 

附 則（令和３年12月24日告示第173号） 

この告示は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日告示第119号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱（以下「改正

後要綱」という。）第２条第１項第１号の規定は、施行日以後に第５条に規定する協議

を行う事業について適用し、施行日前に協議を行った事業については、なお従前の例に

よる。 
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３ 改正後要綱第１１条第１項の規定は、施行日以後に上田市開発事業の規制に関する条

例第４条の２の協定を締結した事業について適用し、施行日前に協定を締結した事業に

ついては、なお従前の例による。 
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様式第 1 号（第 5 条関係） 

 

  年   月   日 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 

開 発 事 前 協 議 書 
 

 

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 5 条第 1 項の規定により届け出ます。 

 

 

  開発名（予定）                              

 

 

  施行場所（予定）                             

 

 

添付書類 

                    縮 尺 等 

① 案内図                     1/ 

② 開発区域選定チェックリスト（様式第２号） 

③ 公図の写し                   1/ 

④ 土地利用計画図（案）              1/ 

⑤ 雨水排水処理計画図（案）            1/ 

⑥ 計画縦横断面図（案）              1/ 

⑦ 各種構造図（案）                1/ 

⑧ 雨水排水処理検討書（案） 

⑨ 現況写真                    ３枚 

⑩ その他市長が必要と認めたもの 
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様式第 2 号（第 5 条関係） 

開発区域選定チェックリスト 

年    月   日 

（届け先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

       

開 発 名   

 

施 行 場 所   

 

チェック内容 該当は○ 

１．土砂災害特別警戒区域内、または土砂災害特別警戒区域の上流地域か。  

２．土砂災害警戒区域内、または土砂災害警戒区域の上流地域か。  

３．上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則（以下「規則」）とい

う。）第４条第１項第３号の土石流危険渓流の上流部か、または隣接した地域か。 

 

４．急傾斜地法第３条第１項による指定区域内、または隣接した地域か。  

５．地すべり防止法第３条第１項による指定区域内、または隣接した地域か。  

６．規則第４条第１項第１号の地すべり危険個所、または隣接した地域か。  

７．山腹崩壊危険地区内、または隣接した地域か。  

８．崩壊土砂流出危険地区内、または隣接した地域か。  

９．土砂崩壊危険個所内、または隣接した地域か。  

１０．規則第４条第１項第２号の急傾斜地崩壊危険個所内、または隣接した地域か。  

１１．開発区域界から 30ｍ以内に居住用の建築物が存在するか。  

１２．過去に自然災害が発生した場所か。  

１３．自然公園法の区域内か。  

１４．開発区域内に文化財が存在するか。  

１５．開発区域内の傾斜角度は何度か。 最大：  度 最小：  度 平均：   度   

（具体的な対応方針を記入） 
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様式第 3 号（第 5 条関係） 

 

                                ○○都 ○○○号 

  年   月  日 

（事業主） 

              様 

 

 

上田市長             ㊞ 

 

 

 

 

事 前 協 議 済 通 知 書 
 

 

 

１ 開発名     

  

 

２ 施行場所      

 

 

３ 開発の規模  開発区域面積      ㎡  発電出力      ｋＷ 

 

 

 

上記事業の事前協議が終了したので、上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

第 5条第 2項の規定により通知します。 

 

（特記事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 8条第 1項に基づく届出の際は、本

通知書の写しを添付してください。 
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様式第 4 号（第 6 条関係） 

 

 

 

太陽光発電設備設置計画のお知らせ       

開発名 

  

 

 

 

 

（土地利用計画図） 

 

 

 

 

 

 

着工予定日   年   月   日 

完了予定日   年   月   日 

設備稼働開始予定日   年   月   日 

施行場所  

開発区域面積       ㎡ 

発電出力       kW 

事業主 

住所 

氏名又は名称 

電話 

設計者 

住所 

氏名又は名称 

電話 

工事施工者 

住所 

氏名又は名称 

電話 

この標識は、上田市太陽光発電設備の設置に関する

指導要綱の規定により設置したものです。 

          年  月  日設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

90 ㎝以上 

 

90 ㎝以上 

 

90 ㎝ 

以上 

 

90 ㎝ 

以上 
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様式第 5 号（第 6 条関係） 

 

標 識 設 置 届 出 書 

 

                      年    月    日 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地 

及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 6 条第 2 項の規定により届け出ま

す。 

 

１ 開発名  

２ 設計者 
住所 

氏名                （電話       ） 

３ 施工者 
住所 

氏名              （電話          ） 

４ 施行場所  

５ 規 模 事業面積       ㎡    発電出力     ｋＷ 

６ 予定工事期間 
着手予定        年      月      日 

完了予定        年      月      日 

７ 設備稼働開始予定日             年      月      日 

 

添付書類 

１ 位置図   

２ 標識の設置を証する写真（標識の内容１枚 標識の設置状況１枚） 
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様式第 6 号（第 7 条関係） 

説 明 会 等 経 過 報 告 書 

                      年    月    日 

 

（報告先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 7 条第 3 項の規定により報告します。 
 

１ 開発名   

２ 説明会開催日時 年  月   日   時  分～   時   分 

３ 開催した場所  

４ 事業主側の出席者の

氏名、所属等 

 

 

 

 

５ 近隣関係者の 

参加者数 
                   名 

６ 説明した内容 

 

 

 

 

 

７ 近隣参加者からの主

な意見と対応方針 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

①説明会に配布した資料  ②説明会の状況写真１～２枚  ③当日の出席者名簿の

写し  

④近隣関係者範囲図(公図の写しに開発の範囲、土地所有者が分かるように記載したも

の) 
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様式第 7 号（第 8 条関係） 

 

開 発 届 出 書 
   年   月   日 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 

上田市開発事業の規制に関する条例第 4 条第 1 項及び上田市太陽光発電設備の設置

に関する指導要綱第 8条第 1項の規定により届け出ます。 

    
 

 開発名  

 

添付書類 

1 開発計画書（当初） 

 

2 設計図等                      

① 案内図 （1／10,000～1／25,000） 

② 公図の写し （1／500～1／600） 

③ 登記事項要約書の写し（届出の日から３か月以内の日付のもの） 

④ 求積図 （1／10,000～1／25,000） 

⑤ 現況平面図 （1／250～1／500） 

⑥ 現況横断図 （1／100～1／200） 

⑦ 土地利用計画平面図 （1／250～1／500） 

⑧ 土地利用計画縦横断面図 （1／100～1／200） 

⑨ 各書構造図 （1／20～1／100） 

⑩ 土量計算書 

⑪ 残土処理計画書 

⑫ 木竹伐採処理計画書 

⑬ 雨水排水処理計画図（1／250～1／500） 

⑭ 雨水排水処理施設等構造図 （1／20～1／100） 

⑮ 雨水排水処理検討書 

 

3 現況写真 

 

4 事前協議済通知書（写し） 

 

5 工事工程表 

 

6 雨水排水放流先施設管理者の同意書（写し） 
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様式第 8 号（第 8 条関係） 

   年   月   日 

 

 

開 発 計 画 書（当初・変更） 

 

事業主 
住所  電話  

氏名  

設計者 
住所  電話  

氏名  

工事施工者 
住所  電話  

氏名  

開発名  

利用目的  太陽光発電設備の設置 

施行場所 上田市 

事業主代理人 
住所  電話  

氏名  

工事の期間 

（予定） 

着工        年    月    日 

完了        年    月    日 

 

 

1 地目別概要 

総面積 謄本              ㎡ 実測              ㎡ 

宅 地 謄本              ㎡ 実測              ㎡ 

田 謄本              ㎡ 実測              ㎡ 

畑 謄本              ㎡ 実測              ㎡ 

山 林 謄本              ㎡ 実測              ㎡ 

その他(   ) 謄本              ㎡ 実測              ㎡ 

 

 

 

2 設備計画 

用地面積 ㎡ 

発電出力 ｋＷ 

基礎構造 

コンクリート基礎      本 

直接基礎 本 

その他 本 

パワーコンディショナーの設置台数 
ｋＷ     台 

ｋＷ     台 

管理棟の有無 有（床面積      ㎡）   無 

3 接道計画 

（主たる道路） 

東側  西側 

 

南側  北側 

国道      号 に      ｍ 接道 

県道      線 に      ｍ 接道 

市道      線 に      ｍ 接道 

農道      線 に      ｍ 接道 

その他道路     に      ｍ 接道 

4 安全施設 

防犯灯    灯 

防護柵  高さ    ｍ    m 

その他（              ）    m 
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5 雨水処理計画 

集排水路 

（使用資材・延長） 

調整池 

（構造・貯留量） 

浸透施設 

（構造・貯留量） 

6 緑化計画 
空地の緑化方法：                で     ㎡ 

法面の緑化方法：                で     ㎡ 

7 木竹伐採計画 

樹種：            を         ㎥ 伐採 

樹種：            を         ㎥ 伐採 

樹種：            を         ㎥ 伐採 

樹種：            を         ㎥ 伐採 

伐採届出 年   月    日付  届出済 

除 根 有り      無し 

伐採木竹 

処分方法 

場外搬出処分：                 ㎥ 

その他（            ）：      ㎥ 

8 造成計画 

切土量：      ㎥     盛土量      ㎥ 

残土処理量(場外搬出)：       ㎥ 

法面整形の面積 切土法面：     ㎡  盛土法面     ㎡ 

9 発電事業期間

終了後の計画 

発電事業期間 
設備稼働開始予定日     年   月   日 

設備稼働終了予定日     年   月   日 

発電事業期間 

終了後の 

事業予定 

□太陽光発電事業の継続 

□宅地への変更      □農地への変更 

□その他（具体的に記載してください） 

 

 

 

 

 

10 農地関係 

農業振興地域 

除外関係 

・除外済   除外時期      年   月    

・除外予定  予定時期       年    月 

・該当無し 

農地転用関係 
・転用済 

・転用申請中 転用予定      年   月 
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様式第 9 号（第 9 条関係） 

 

 

開 発 に 関 す る 協 定 書  

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱（平成  年告示第  号。以下

「要綱」という。）に基づき、上田市（以下「甲」という。）と、事業主            

（以下「乙」という。）との間において、乙が施行する                             

（以下「当該開発」という。）の実施にあたり、次のとおり協定を締結する。 

 

第１条 乙が施行する当該開発の施行場所及び規模は次のとおりとする。 

（1）施行場所  上田市                  

（2）規 模   面積        ㎡  発電出力       kW 

（3）目 的   太陽光発電設備の設置 

 

第２条 乙が行う当該開発の設計及び施行については、要綱の基準によるものとする。 

 

第３条 乙は、当該開発の実施にあたり、上田市開発事業の規制に関する条例（平成 18

年条例第 148 号）、同条例施行規則(平成 18 年規則第 108 号)、及び上田市景観条例

（平成 24年条例第 40号）、同条例施行規則（平成 24年上田市規則第 34号）の内容

を遵守するものとする。 

 

第４条 乙は、   年  月  日付で甲に提出した確約書の内容を遵守するものと

する。 

 

第５条 乙は、当該開発区域内からの排水については、下流域に汚濁や災害等を及ぼす

ことのないよう適正な維持管理に努めるものとする。 

 

第６条 乙が当該開発区域内及び既存道路等関連する区域で、工事完了後乙の工事施行

が原因で当該開発による工作物及び公共施設の破損、災害等が発生した場合は、乙の

責任とし、速やかに甲に報告するものとする。 

 

第７条 前条の破損、災害等の復旧に要する経費は乙の負担とし、甲の技術指導を受け、

発生後速やかに復旧するものとする。 

 

第８条 乙の当該開発に関連する区域での工事中及び工事完了後において、周辺住民の

良好な環境や安全を阻害することのないように、乙の責任と負担において、必要な措

置を講ずるものとする。 

 

第９条 乙の都合により、当該開発に伴い築造された太陽光発電設備、及びその他の附

帯施設等の所有者、又は土地の所有者が変更になる場合は、乙は変更後の所有者に本

協定書の内容を十分に説明し、承継するものとする。 

 

第 10条 乙は発電事業期間終了時には、速やかに適切な処置を講ずるものとする。 
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第 11 条 この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項について

は、その都度甲乙両者で協議するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

   年   月   日 

 

              甲  上田市大手一丁目１１番１６号 

                 上田市 

上記代表者 上田市長          ㊞ 

 

 

 

              乙 （住所）                 

                

                （氏名）                 ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※確約書写し添付 
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様式第 10 号（第 10 条関係） 

 

 

開 発 着 手 届 出 書 

 
 年   月   日 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

住  所   

工事施工者 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 10 第 1 項の規定により届け出ま

す。 

 

協定締結年月日    年    月    日 

開 発 名    

施 行 場 所 上田市 

予 定 工 期 

自        年    月    日 

至        年    月    日 

現 場 責 任 者 

住 所  

氏 名  

 連 絡 先  
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様式第 11 号（第 11 条関係） 

 

 

開 発 完 了 届 出 書 

   

年    月    日 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

住  所   

工事施工者 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

   

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 11 条第 1 項の規定により届け出ます。 

 

協定締結年月日    年    月    日 

開 発 名    

施 行 場 所 上田市 

工 期 

自        年   月   日 

至        年   月   日 

現 場 責 任 者  

住 所  

氏 名  

連 絡 先  
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様式第 12 号（第 11 条関係） 

                             ○○都第 ○○○号 

  年   月   日 

 

（事業主）             様 

 

 

   

   上田市長                 ㊞ 

                                    
  

 

開 発 完 了 確 認 書 
 

 

下記の開発が完了したことを確認しました。 

 

開 発 名     

事 業 主 

 住 所 

氏 名 

施 工 場 所   

規 模 面積       ㎡  発電出力      kW 

協定締結日          年      月       日 

完了確認日 年      月       日 

備 考  
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様式第 13 号（第 12 条関係） 

 

 

発 電 事 業 者 ・ 維 持 管 理 責 任 者 情 報 
 

 

 

 

 

 

 

 

３０ｃｍ以上 

   

 

開   発   名  

発 電 事 業 者 

氏名  

住所  

連絡先  

維持管理責任者 

氏名  

連絡先  

 

 

４０ｃｍ以上 

  

 

※ 材質は対候性を考慮したもの（ＦＲＰ製、ＳＵＳ製等）を使用するものとし、防護柵 

等に緊結すること。 

※ 風雪時でも外部から確認しやすい場所に掲示し、草の繁茂・経年劣化による色褪せ等 

により掲示内容が確認できないことのないようにすること。 
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様式第 13 号の 2（第 12 条関係） 

 

 

発電事業者・維持管理責任者情報設置届出書 

 
年  月  日 

 （届出先）上田市長 

 

                     住  所 

                 事業者 氏  名            

                     電話番号 

                     （法人その他の団体にあっては、名称、住 

                      所又は事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 12 条第２項の規定により届け出ます。 
 

1 開 発 名 
 

 

2 施 工 場 所 
 

 

3 規 模 面積      m2  発電出力     kW 

4 維持管理責任者 
住所 

氏名              （電話        ） 

 

 

添付書類 

1 標識の設置を証する写真（標識の内容１枚 標識の設置状況１枚） 
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様式第 14 号（第 13 条関係） 

 

開 発 変 更 届 出 書  

 
   年   月   日 

 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 

上田市開発事業の規制に関する条例第 4 条第 2 項及び上田市太陽光発電設備の設置

に関する指導要綱第 13 条第 1 項の規定により届け出ます。 

 

 

開発名                                    

 

 

施行場所                                     

 

１ 添付書類  

(1) 変更内容の説明資料 

 (2) 開発計画書（変更） 

  （変更部分を赤字で記入すること。）  

 (3) 変更設計図等 

 

2 変更の概要  

   変更前 

 

 

   変更後 

 

 

3 変更する理由 
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様式第 15 号（第 13 条関係） 

 

開 発 事 業 主 等 変 更 届 出 書 
   年   月   日 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第 13 条第 2 項の規定により届け出ま

す。 

 

 

 開発名 

 

 

施行場所   

 

１ 変更の内容 

 

  （変更前の事業主） 

 

    住所 

 

    氏名 

  

  （変更後の事業主） 

 

    住所 

 

    氏名 

  

 

２ 変更する理由 

 

 

３ 添付書類 

開発計画書 (変更) 

  （変更部分を赤字で記入すること。） 

 

 

 



 

26/26 

様式第 16 号（第 13 条関係） 

 

開 発 取 下 書  

 

  年   月   日 

 

（届出先）上田市長 

 

住  所   

事業主 氏  名              

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

 

 

上田市開発事業の規制に関する条例第４条第１項及び上田市太陽光発電設備の設置

に関する指導要綱第８条第１項の規定により届出いたしました開発を次のとおり取下

げます。 

 

 

1 届出年月日           年   月   日 

 

 

2 開発名                                  

 

 

3 施行場所                                   

 

 

4 協定締結日           年   月   日 

  

 

5 取下げの理由 


